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謝礼金の概要と報告書作成時の注意点について 

１ 市刊行物等配布謝礼金（町内会への謝礼金）                    
  「広報こおりやま」をはじめとした市の刊行物等を、各戸へ配布していただいていることに  

対する町内会への謝礼金です。  

【基 準】  ６月１日現在の市刊行物配布世帯数 × 700 円 

【振込日】  10 月下旬予定  ※振込先の口座は 町内会名義 の口座です。 

【注意点】 

町内会未加入世帯に対しても配布しているときは、その世帯数も含めてください。 

加入世帯数

(令和8年6月1日現在)
世帯

刊行物配布世帯数

(令和8年6月1日現在)
世帯

 

 

２ 町内会長等行政連絡謝礼金（町内会長への謝礼金）                 

行政との連絡に係る通信費や交通費等の一部に充てていただくことを目的とした、町内会長へ

の謝礼金です。 
 

【基 準】 町内会加入世帯数（令和８年６月１日現在）により以下の区分で支給 

 

 

 

 

 

 

 

※令和８年10月1日現在の町内会長へ支給しますので、変更があった場合は御連絡ください。 

【振込日】  12 月中旬予定  

※振込先の口座は原則、 町内会長個人名義 の口座です。 

新しく町内会長になられた方は、必ず口座情報の記入、通帳の写しの提出をお願いします。 

【注意点】 

加入世帯数には、「町内会費を免除されている世帯」「会費のみを納入している世帯」も含めて

報告してください。また、「集合住宅が一括で会費を納入している場合は入居世帯分」「二世帯以

上の住居の場合は、それぞれの世帯分」「学生寮などは一つの建物で一世帯分」として数えてく

ださい。 

加入世帯数

(令和8年6月1日現在)
世帯

刊行物配布世帯数

(令和8年6月1日現在)
世帯

 

町内会等加入世帯数の区分                           謝 礼 金 額             

49 世帯以下 15,000 円 

    50 世帯以上 99 世帯以下 18,000 円 

   100 世帯以上 199 世帯以下 21,000 円 

200 世帯以上 499 世帯以下 24,000 円 

500 世帯以上 799 世帯以下 27,000 円 

800 世帯以上 30,000 円 



令和８年度刊行物等配布謝礼金・町内会長等行政連絡謝礼金報告書 

令和 ８ 年 6 月 10 日 

※印字事項に修正等がある場合は、二重線で取消し、現在の内容に修正してください。 

町内会コード 99-9999 町内会名 郡山町内会 

会長氏名 郡山 太郎 電話番号 
924-3471 

931-5186 

住  所 

〒963－8601 

郡山市朝日一丁目 23-7 

町内会費 
（１世帯あたり） 

年額   ３，０００   円 

加入世帯数 
（令和８年６月１日現在） 

120 世帯 
刊行物配布世帯数 
（令和８年６月１日現在） 

130 世帯 

参考：昨年度報告数 
（令和７年６月１日現在） 

100 世帯 
参考：昨年度報告数 
（令和７年６月１日現在） 

110世帯 

※加入世帯数または刊行物配布世帯数が、昨年度と比較して 20世帯 

以上の増減がある場合は、該当する理由にチェックをしてください。 

（主な増減理由） 

□転居等による減 

□アパート、マンション居住者の転居等による減 

□集合住宅の脱退による減 

□班の脱退による減 

□高齢者世帯の退会等による減 

□転入等による増 

□班の加入による増 

□その他（具体的な理由をご記入ください。） 

謝礼金額（記入不要）  謝礼金額（記入不要）  

✔ 

１ 刊行物等配布謝礼金口座振込に関する報告                       

□にチェックをしてください。 ※振込口座は、町内会名義の口座に限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 町内会長等行政連絡謝礼金振込口座に関する報告                

□にチェックをしてください。 ※振込口座は、町内会長個人名義の口座に限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 昨年度と同じ口座への入金を希望します。 

           →口座情報の記入、通帳の写しの添付は 不要 です。 

□ 以下の口座に入金してください。 

           →口座情報の記入、通帳の写しの添付をお願いします。 

新会長となった方は必ず口座情報の記入、通帳の写しの添付をお願いします。 

 

□ 昨年度と同じ口座への入金を希望します。 

           →口座情報の記入、通帳の写しの添付は 不要 です。 

□ 以下の口座に入金してください。 

           →口座情報の記入、通帳の写しの添付をお願いします。 

✔ 

✔ 

一世帯当たりの町内会費の年額をご記入

ください。

※転入予定者や不動産業者等から問合せ

があった際に、お知らせするために使用

します。

町内会に加入している世帯数を記入して

ください。

※「町内会費を免除されている世帯」、

「会費のみを納入している世帯」も含め

て報告してください。

※「集合住宅が一括で会費を納入してい

る場合は入居世帯分」、「二世帯以上の

住居の場合は、それぞれの世帯分」、

「学生寮などは一つの建物で一世帯分」

として数えてください。

「広報こおりやま」などの市刊行物等を

実際に配布している世帯数記入してくだ

さい（予備分は除く）。

※町内会未加入の世帯にも配布している

ときは、その世帯数も含めてください。

増減が20世帯未満の場合はチェック不要

です。

町内会名義の口座を記入してください。

振込口座に変更がない場合は、報告書へ

の記入、通帳の写しの提出は不要です。

町内会長個人名義の口座を記入してくだ

さい。

電話番号等、印字事項に修正等がある場

合は、二重線で取消し、現在の内容に修

正してください。

振込口座に変更がない場合は、報告書へ

の記入、通帳の写しの提出は不要です。


